
平
成
１８
年
度
の
固
定
資
産
税
の
納

期
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
１
期

５
月
３１
日

第
２
期

７
月
３１
日

第
３
期

１０
月
２
日

第
４
期

１２
月
２６
日

○
固
定
資
産
税
の
評
価
・
課
税
の
概

要・
固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
を
評

価
し
、
そ
の
価
格
を
も
と
に
、
課
税

標
準
額
を
算
定
し
ま
す
。
↓
課
税
標

準
額
×
税
率
（
１
・
４
％
）
�
税
額

と
な
り
ま
す
。

・
固
定
資
産
税
の
土
地
と
家
屋
の
評

価
額
は
３
年
に
１
度
評
価
替
え
が
行

わ
れ
ま
す
。
平
成
１８
年
度
は
、
評
価

替
え
年
度
で
す
。

・
固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
た
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」

に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
行
わ
れ

ま
す
。

【
土
地（
宅
地
）の
評
価
の
仕
組
み
】

宅
地
の
評
価
額
は
、
地
価
公
示
価

格
等
の
７
割
程
度
と
さ
れ
て
い
ま

す
。宅

地
の
評
価
方
法
に
は
、
「
市
街

地
宅
地
評
価
法（
路
線
価
方
式
）」（
主

に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
地
域
に

適
用
）
と
「
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法
」

（
市
街
地
以
外
の
地
域
に
適
用
）
と

が
あ
り
ま
す
。

５５
月月
はは
固固
定定
資資
産産
税税

第第
１１
期期
のの
納納
期期
でで
すす

﹇
宅
地
の
評
価
方
法
﹈（
市
街
地
宅
地

評
価
法
）

宅
地
の
利
用
上
の
便
等
を
考
慮

し
て
地
区
、
地
域
を
区
分

←

標
準
地
（
奥
行
、間
口
、形
状
等

が
標
準
的
な
も
の
）
の
選
定

←

地
価
公
示
価
格
、
都
道
府
県
地

価
調
査
価
格
お
よ
び
鑑
定
評
価

価
格
等
の
活
用←

主
要
な
街
路
の
路
線
価
の
付
設

←

そ
の
他
の
街
路
の
路
線
価
の
比

準
、
付
設

←

地
区
・
地
域
内
の
各
筆
の
評
価

（
一
画
地
の
宅
地
ご
と
に
評
価

額
を
算
出
し
ま
す
。一
画
地
は
、

原
則
と
し
て
一
筆
の
土
地
で
す

が
、
利
用
状
況
に
よ
っ
て
、
二

筆
以
上
の
宅
地
を
合
わ
せ
た

り
、
一
筆
の
一
部
分
を
も
っ
て

一
画
地
と
し
ま
す
。）

○
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
額

の
特
例

■
小
規
模
住
宅
用
地
…
２
０
０
㎡
以

下
の
住
宅
用
地
（
２
０
０
㎡
を
超
え

る
場
合
は
住
宅
１
戸
当
た
り
２
０
０

㎡
ま
で
の
部
分
）
を
小
規
模
住
宅
用

地
と
い
い
ま
す
。
小
規
模
住
宅
用
地

の
課
税
標
準
額
に
つ
い
て
は
、
価
格

の
６
分
の
１
の
額
と
す
る
特
例
措
置

が
あ
り
ま
す
。

■
そ
の
他
の
住
宅
用
地
…
小
規
模
住

宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
を
そ
の
他

の
住
宅
用
地
と
い
い
ま
す
（
家
屋
の

床
面
積
の
１０
倍
ま
で
）。

た
と
え
ば
、
３
０
０
㎡
の
住
宅
用

地
（
一
戸
建
住
宅
の
敷
地
）
で
あ
れ

ば
、
２
０
０
㎡
分
が
小
規
模
住
宅
用

地
で
、
残
り
の
１
０
０
㎡
分
が
そ
の

他
の
住
宅
用
地
と
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
住
宅
用
地
の
課
税
標
準

額
に
つ
い
て
は
、価
格
の
３
分
の
１
の

額
と
す
る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す
。

○
宅
地
の
税
負
担
の
調
整
措
置

平
成
８
年
度
ま
で
の
宅
地
の
税
負

担
は
、
大
部
分
の
土
地
が
評
価
額
の

上
昇
割
合
に
応
じ
て
な
だ
ら
か
に
上

昇
す
る
負
担
調
整
措
置
等
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
平
成
９
年
度
の
評

価
替
え
に
伴
い
、
課
税
の
公
平
の
観

点
か
ら
、
地
域
や
土
地
に
よ
り
ば
ら

つ
き
の
あ
る
負
担
水
準
（
評
価
額
に

対
す
る
前
年
度
課
税
標
準
額
の
割

合
）
を
均
衡
化
さ
せ
る
こ
と
を
重
視

し
た
税
負
担
の
調
整
措
置
が
講
じ
ら

れ
、
負
担
水
準
の
高
い
土
地
は
税
負

担
を
引
き
下
げ
ま
た
は
据
え
置
き
、

負
担
水
準
の
低
い
土
地
は
な
だ
ら
か

に
税
負
担
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
負
担
水
準
の
ば
ら
つ
き
の
幅
を

狭
め
て
い
く
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。

平
成
１８
年
度
か
ら
平
成
２０
年
度
ま

で
の
税
負
担
の
調
整
措
置
は
、
負
担

水
準
が
高
い
土
地
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
制
度
を
継
続
す
る
一
方
、
負

担
水
準
が
低
い
土
地
に
つ
い
て
は
、

制
度
を
簡
素
な
も
の
と
し
な
が
ら
、

負
担
水
準
の
均
衡
化
を
促
進
す
る
措

置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

※
「
負
担
水
準
」
と
は
…
個
々
の
宅

地
の
課
税
標
準
額
が
評
価
額
に
対
し

て
ど
の
程
度
ま
で
達
し
て
い
る
か
を

示
す
も
の
で
次
の
算
式
に
よ
っ
て
求

め
ら
れ
ま
す
。

負
担
水
準
�
前
年
度
課
税
標
準
額
／

新
評
価
額｛
×
住
宅
用
地
特
例
率（
１

／
６
ま
た
は
１
／
３
）｝

《
負
担
水
準
の
低
い
土
地
の
課
税
標

準
額
は
次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。》

【
商
業
地
等
の
宅
地
】

今
年
度
の
価
格
�
と
比
べ
て

ア

前
年
度
課
税
標
準
額
が
�
の
６０

％
以
上
７０
％
以
下
の
場
合

↓

前
年
度
課
税
標
準
額
を
据
え
置

き
ま
す
。

イ

前
年
度
課
税
標
準
額
が
�
の
６０

％
未
満
の
場
合

↓

前
年
度
課
税
標
準
額
＋
�
×
５

％（
た
だ
し
、
右
記
イ
に
よ
り
計
算
し

た
額
が
、
�
の
６０
％
を
上
回
る
場
合

は
６０
％
、
２０
％
を
下
回
る
場
合
は
２０

％
が
今
年
度
の
課
税
標
準
額
と
な
り

ま
す
。）

【
住
宅
用
地
】

今
年
度
の
価
格
に
住
宅
用
地
特
例

率
（
１
／
６
ま
た
は
１
／
３
）
を
掛

け
た
額
�
と
比
べ
て

ア

前
年
度
課
税
標
準
額
が
�
の
８０

％
以
上
１
０
０
％
未
満
の
場
合

↓

前
年
度
課
税
標
準
額
を
据
え
置

き
ま
す
。

イ

前
年
度
課
税
標
準
額
が
�
の
８０

％
未
満
の
場
合

↓

前
年
度
課
税
標
準
額
＋
�
×
５

％（
た
だ
し
、
右
記
イ
に
よ
り
計
算
し

た
額
が
、
�
の
８０
％
を
上
回
る
場
合

は
８０
％
、
２０
％
を
下
回
る
場
合
は
２０

％
が
今
年
度
の
課
税
標
準
額
と
な
り

ま
す
。）

《
平
成
１８
年
度
の
固
定
資
産
税
の
課

税
》

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

ふ

か

（「
賦
課
期
日
」
と
い
い
ま
す
）
現

在
の
固
定
資
産
の
所
有
者
に
対
し
、

そ
の
固
定
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村

が
課
税
す
る
税
金
で
す
。匝
瑳
市
は
、

平
成
１８
年
１
月
２３
日
に
合
併
し
ま
し

た
が
、
平
成
１８
年
１
月
１
日
現
在
は

合
併
前
で
す
の
で
、
旧
八
日
市
場
市

お
よ
び
旧
野
栄
町
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態

で
課
税
が
行
わ
れ
ま
す
。

問
税
務
課
資
産
税
班
�
７３
・
０

０
８
７
、
野
栄
総
合
支
所
税
務

室
�
６７
・
３
１
１
３

４広報そうさＨ１８．５．１
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ち い き ほ う か つ し え ん

こんにちは 地域包括支援センターです

平成１８年４月１日から、匝瑳市役所高齢者支援課内に地域包括支援センターが設けられ
ました。地域包括支援センターには保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士といった保
健・介護・福祉の専門家がおり、お互いに連携しながら、高齢のみなさんがいつまでも住
みなれた地域で生活していけるよう支援いたします。
どうぞ、ご利用ください。お電話でも、お越しいただいても結構です。

＊＊主主なな仕仕事事をを紹紹介介ししまますす＊＊

総合相談介護予防支援

○介護に関する相談や悩みのほか、生活
の中で困っていることや心配に思うこと
がありましたらご相談ください。内容に
応じて、適切な機関やサービス、制度の
利用におつなぎしま
す。
「どこに相談したらよ
いのかわからない」と
いった悩みも、お受け
しています。

○介護が必要な状態にならないような計画
を、みなさんと一緒に考えます。
◇介護保険で要支援１・２と認定された方
は、介護保険の予防サービスを利用してい
きます。
◇支援や介護が必要となるおそれが高い方
は、市が行う介護予防を目的とした事業（具
体的な内容につ
いては、現在準
備中）を利用し
ていきます。す
べての高齢の方
を対象にした事
業も今後行う予
定です。

高齢者に対する虐待防止、
権利擁護事業

○高齢の方が地域でその人らしい生活
を送れるよう、支援します。
◇虐待の早期発見・把握に努め、対応
していきます。
◇生活していく中で、お金の管理や契
約に不安がある方などが利用できる制
度の紹介をしています。（成年後見制
度・地域福祉権利擁護事業）

ケアマネジメント支援

○地域のケアマネジャーが円滑に仕事
をできるような支援を行います。
また、医療機関を含めた関係機関と
のつながりを深め、より暮らしやすい
地域を目指します。

地域包括支援センターの開設に伴い、これまで、そうさぬくもりの郷内で行っていまし
た八日市場市在宅介護支援センターでの相談事業等は、地域包括支援センターで行ってい
ます。
なお、九十九里ホーム在宅介護支援センター、在宅介護支援センター太陽の家、在宅介
護支援センター花園においても、引き続きご相談等お受けしています。

そそ うう ささ しし ちち いい きき ほほ うう かか つつ しし ええ んん

問問いい合合わわせせ……匝匝瑳瑳市市地地域域包包括括支支援援セセンンタターー �７７３３ーー００００３３３３
（（匝匝瑳瑳市市役役所所高高齢齢者者支支援援課課内内））

５


